
Ⅲ－１　申請事務等のペーパーレス化　～電子収受（申請）～

8

【汎用電子申請システムの利用拡大】

　１ 申請事務等のペーパーレス化 　２ 所属内協議のペーパーレス化

　３ 会議のペーパーレス化 　４ 既存文書のペーパーレス化

【電子納付試行運用・電子契約導入実証】

新型コロナ療養証明書の交付申請や入札参加資格の確認申請
など、個人や企業等がインターネットを経由し、いつでも、
どこでも手続ができる仕組みを構築し、対応手続の拡大に
取り組んでいる。

電子納付の
試行運用

・電子申請における電子納付の試行運用（電子申請システムにキャッシュレス機能を追加）

・10手続をモデルに選定し、電子納付の導入に伴う業務フローの見直しを実施

・電子納付に対応するため関係規則等を改正

電子契約の

導入実証

・民間の電子署名サービスを利用し、一部の業務で電子契約を実証

　（紙の契約書と電子契約書を併用。紙が正本、電子はデモ）

・電子契約の本格導入に向けた準備（関係規則の改正等）
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Ⅲ－１　申請事務等のペーパーレス化　～電子決裁～

9

【電子決裁の推進（文書管理ＤＢ）】 決裁・供覧は、原則「電子」で 

　１ 申請事務等のペーパーレス化 　２ 所属内協議のペーパーレス化

　３ 会議のペーパーレス化 　４ 既存文書のペーパーレス化

Ｒ４.６
月

７～９
月

10～12
月

１～３
月

Ｒ５

原則、

電子決裁

化の通知

電子決裁、統合

ファイルサー

バーに関する

庁内アンケート

システム機能追加
ＱＡ更新 等

＜目標＞
Ｒ4： 50％
Ｒ5： 75％
Ｒ6：100％

 電子決裁キャラクター：忍者くん
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Ⅲ－１　申請事務等のペーパーレス化　～電子決裁～

10

【電子決裁の推進（財務会計システム）】

　１ 申請事務等のペーパーレス化 　２ 所属内協議のペーパーレス化

　３ 会議のペーパーレス化 　４ 既存文書のペーパーレス化

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

様々な課題（証拠書類の取扱い、書類審査負担の軽減、財務規則等の改正等）への対応方針を決定

口座自動振替や旅費等の支払い

収入関係等

その他の支払い等

添付書類が少ないなど、やりやすいものから段階的に実施
財務会計システム

改修
研修
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Ⅲ－１　申請事務等のペーパーレス化　～電子施行～

11

【公印の押印廃止、省略】

現行の規定（静岡県文書管理規程） 
第14条　施行する文書等（県公報に登載するものを除く。）には、公印を押し、決裁文書（決裁
　を終えた文書等をいう。以下同じ。）と契印しなければならない。 
２　前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書等については、押印を省略することができる。 
　(1)　県の組織内部相互間の文書等（特に重要なものを除く。) 
　(2)　外部に対して施行する軽易な文書等 

「原則押印」から「原則押印しないこと」に転換 

Ｒ４年度 Ｒ５年度

　押印の見直し
　方針案の提示

文書管理規程
を改正

電子署名等の
導入検討

第１ステップ 第２ステップ

方針案の周知、
押印調査、
意見聴取

要綱等の改正
準備（各部局）

可能なものから押印廃止⇒電子署名等を導入し押印事務をデジタル化

見直し方針の
決定

　１ 申請事務等のペーパーレス化 　２ 所属内協議のペーパーレス化

　３ 会議のペーパーレス化 　４ 既存文書のペーパーレス化
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Ⅲ－１　申請事務等のペーパーレス化　～電子保存～

12

【文書の電子保存】 文書の保存は、原則「電子」で

　１ 申請事務等のペーパーレス化 　２ 所属内協議のペーパーレス化

　３ 会議のペーパーレス化 　４ 既存文書のペーパーレス化

Ｒ４.６月 ７～９月 10～12月 １～３月 Ｒ５

運用ルールの
検討

・紙併用の場合、決裁後に
　書類をＰＤＦ化
　（保存形式・保存場所）

※新規紙文書を発生させない取組

文書の可視化⇒適正管理⇒検索等の利便性向上⇒省スペース化

原則、電子保存化
の通知
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